
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
サ
へ
の
攻
撃
が
始
ま
っ

て
か
ら
、
一
か
月
半
が
経
ち
ま
し
た
。
人

質
の
交
換
で
一
時
停
戦
し
ま
し
た
が
イ
ス

ラ
エ
ル
は
再
度
攻
撃
を
開
始
し
ま
し
た
。

10
月
７
日
の
ハ
マ
ス
に
よ
る
襲
撃
は
テ

ロ
で
あ
り
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

こ
れ
ま
で
の
蛮
行
・
テ
ロ
行
為
も
批
判
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
軍
事
攻
撃
の
対
象
と

均
衡
性
の
面
で
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
全
く
正

当
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。

米
国
を
中
心
と
す
る
欧
米
諸
国
は
、
こ

れ
ま
で
イ
ス
ラ
エ
ル
の
非
道
・
蛮
行
・
国

際
法
違
反
の
行
為
を
擁
護
し
て
き
ま
し
た
。

だ
が
そ
う
し
た
国
々
に
対
し
、
「
二
重

基
準
だ
」
と
の
批
判
が
世
界
中
で
湧
き
起
っ

て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
「
ハ
マ

ス
壊
滅
」
を
掲
げ
、
ガ
ザ
地
区
で
子
ど
も

を
含
む
一
般
人
の
犠
牲
を
い
と
わ
ず
に
軍

事
攻
撃
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
（
集
団
殺
害
）
で
す
。

パ
レ
ス
チ
ナ
側
の
犠
牲
者
は
１
万
５
０

０
人
、
内
子
供
６
０
０

０
人
、
女
性
３
５
５
０

人
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

行
方
不
明
者
数
は
６
５

０
０
人
以
上
で
、
内
４

４
０
０
人
が
女
性
と
子

供
で
す
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
ガ
ザ

地
区
を
孤
立
さ
せ
、
食

料
・
水
・
医
薬
品
・
燃

料
な
ど
の
搬
入
を
遮
断

し
、
電
力
の
供
給
も
止

め
ま
し
た
。
又
、
学
校

の
９
割
、
病
院
も
攻
撃
さ
れ
、
多
く
の
病

院
は
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
、
人
々
は
生
存

の
危
機
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
行
為
は
国
際
人
道
法
に
違
反

し
、
世
界
中
か
ら
批
判
が
湧
き
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
許
す
な
」
「
イ
ス

ラ
エ
ル
は
直
ち
に
攻
撃
中
止
」
の
声
を
挙

げ
ま
し
ょ
う
。

（
大
友
三
昭
）

日
本
国
憲
法
の
心

戦
後
の
日
本
人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、

何
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
学

校
教
育
で
も
、
家
庭
教
育
で
も
、
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
は
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
大

学
で
日
本
国
憲
法
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、

「
日
本
人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、
日
本

国
憲
法
の
心
だ
」
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

日
本
国
憲
法
は
、
こ
の
世
の
究
極
の
価

値
は
「
人
格
の
尊
重
」
と
考
え
て
い
る
。

人
格
の
尊
重
と
は
、
人
間
一
人
一
人
が
持
っ

て
い
る
「
幸
福
な
人
生
を
全
う
し
た
い
と

い
う
願
い
」
を
究
極
の
価
値
と
し
て
尊
重

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
格
の
尊
重
こ

そ
、
日
本
人
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
日
本
国
憲
法
の
心
は
、
日
本
人
の

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
定
着
し
て
ほ
し

い
。
定
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定

着
さ
せ
る
た
め
に
、
「
雨
垂
れ
石
を
穿
つ
」

の
一
滴
の
雨
垂
れ
と
な
り
続
け
よ
う
と
決

意
し
た
。
「
幸
福
な
人
生
」
と
は
、
「
笑

い
に
満
ち
溢
れ
た
人
生
」
で
あ
ろ
う
。
誰

も
が
笑
え
る
よ
う
な
地
域
社
会
、
国
、
地

球
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
を
願
っ
て
い

る
の
が
、
日
本
国
憲
法
の
究
極
の
心
だ
。

戦
争
放
棄
と
い
う
哲
学

日
本
国
憲
法
は
前
文
に
お
い
て
「
政
府

の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起

こ
る
こ
と
が
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決

意
し
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
日
本
国

憲
法
は
、
戦
争
放
棄
と
い
う
画
期
的
な

哲
学
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
戦
争
放
棄

と
い
う
哲
学
を
こ
れ
ま
で
宣
言
し
た
国

は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
放
棄
を
国
の
憲

法
に
宣
言
し
た
の
は
人
類
史
上
、
日
本

国
憲
法
が
最
初
で
す
。
日
本
国
憲
法
の

戦
争
放
棄
と
戦
力
の
不
保
持
の
規
定
は
、

倫
理
に
適
う
人
類
史
上
最
高
の
哲
学
な

の
で
す
。
現
代
で
も
憲
法
に
戦
争
放
棄

を
宣
言
し
た
憲
法
は
、
日
本
国
憲
法
の

他
に
ど
こ
の
国
に
も
出
現
し
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
国
憲
法
の
戦
争
放
棄
の
規
定
は

ま
さ
に
画
期
的
で
す
。
戦
争
放
棄
を
守

れ
ば
幸
福
に
な
り
、
は
ず
れ
た
ら
、
き
っ

と
不
幸
に
な
る
の
で
す
。
戦
争
を
し
た

ら
、
楽
し
く
暮
ら
せ
な
く
な
る
の
で
す
。

楽
し
く
暮
ら
す
た
め
に
は
、
平
和
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
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岩
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九
条
の
会
の
活
動
は
イ
ベ
ン
ト
収
入
と
カ
ン
パ
で
行
っ
て
い
ま
す
。

カ
ン
パ
の
ご
協
力
を
お
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い
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す
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・大軍拡･大増税反対スタンディング
１２月１９日（火）１３時～

本厚木駅北口
・あつぎ・九条の会サポーターの会
１月１２日（金）１４時～

保健福祉センター 研修室
・厚木市九条の会ネットワーク会議
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・９の日行動
１月９日（火）１5時～
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ガ
サ
は
直
ち
に
停
戦
を

ガ
サ
は
直
ち
に
停
戦
を

新
聞
、
テ
レ
ビ
か
ら
驚
く
べ
き
惨
状
が

伝
え
ら
れ
る
日
々
。
な
ん
て
愚
か
な
こ
と

を
と
憤
り
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
攻
撃
は

止
め
な
い
と
悟
り
顔
で
語
る
ネ
タ
ニ
ヤ
フ

を
見
る
た
び
に
、
（
自
分
の
家
族
の
上
に

空
爆
を
経
験
し
て
み
ろ
よ
）
と
口
走
り
た

く
な
る
。
史
実
に
よ
れ
ば
、
こ
の
痛
ま
し

い
諍
い
の
源
は
彷
徨
の
民
ユ
ダ
ヤ
人
が
自

ら
の
安
住
の
地
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
建

国
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
先
住
し
て
い
た

パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
生
活
を
土
地
も
ろ
と
も

強
奪
し
た
暴
挙
に
あ
っ
た
。
共
存
を
期
し

て
の
話
し
合
い
で
は
な
く
武
力
に
よ
る
強

奪
の
道
を
採
っ
た
そ
の
選
択
の
誤
り
が
今

に
至
る
憎
し
み
の
連
鎖
の
基
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
マ
ス
を
根
絶
す
る
ま
で
停
戦
は
な
い

と
い
う
が
非
情
な
武
力
行
使
の
た
び
に
憎

悪
は
量
産
さ
れ

て
お
り
そ
の
累

積
の
怨
念
を
武

力
で
亡
く
す
こ

と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
和

な
共
存
を
導
く
以
外
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安

住
は
な
い
。
防
壁
や
武
力
依
存
で
安
住
を

得
ら
れ
る
と
す
る
認
識
を
越
え
て
、
互
い

に
相
手
の
気
持
ち
に
思
い
を
い
た
し
な
が

ら
寛
容
の
態
度
で
共
存
の
あ
り
方
を
粘
り

強
く
見
出
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ

唯
一
の
真
正
な
活
路
は
あ
る
。

人
類
の
来
し
方
か
ら
み
れ
ば
画
餅
に
映

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー

の
祈
り
の
こ
と
ば
に
明
言
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
為
に

属
す
る
問
題
で
あ
り
従
っ
て
人
為
の
矯
正

に
よ
っ
て
成
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り

価
値
の
高
い
認
識
へ
の
脱
皮
飛
躍
の
可
能

性
は
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
道
を
そ
の
あ

り
方
を
採
れ
ば
い
い
の
だ
。
そ
の
選
択
に

金
は
か
か
ら
な
い
。
し
か
も
国
籍
を
超
え

全
て
の
人
々
が
そ
の
一
回
的
な
人
生
を
脅

威
の
な
い
安
心
平
和
の
も
と
で
全
う
し
た

い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
否
定
で
き
る

人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
一
人
一
人
が
そ
の
確
た
る

素
朴
な
願
い
を
一
斉
に
表
明
し
さ
え
す
れ

ば
よ
い
。
互
い
に
他
を
思
い
や
る
寛
容
と

慈
愛
の
念
が
充
ち
る
時
、
わ
れ
ら
が
「
宇

宙
船
地
球
号
」
の
安
寧
に
充
ち
た
存
続
は

成
就
さ
れ
よ
う
。
そ
う
私
は
確
信
し
て
い

る
。

（
高
峰

了
）

新
聞
、
テ
レ
ビ
か
ら
驚
く
べ
き
惨
状
が

伝
え
ら
れ
る
日
々
。
な
ん
て
愚
か
な
こ
と

を
と
憤
り
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
攻
撃
は

止
め
な
い
と
悟
り
顔
で
語
る
ネ
タ
ニ
ヤ
フ

を
見
る
た
び
に
、
（
自
分
の
家
族
の
上
に

空
爆
を
経
験
し
て
み
ろ
よ
）
と
口
走
り
た

く
な
る
。
史
実
に
よ
れ
ば
、
こ
の
痛
ま
し

い
諍
い
の
源
は
彷
徨
の
民
ユ
ダ
ヤ
人
が
自

ら
の
安
住
の
地
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
建

国
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
先
住
し
て
い
た

パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
生
活
を
土
地
も
ろ
と
も

強
奪
し
た
暴
挙
に
あ
っ
た
。
共
存
を
期
し

て
の
話
し
合
い
で
は
な
く
武
力
に
よ
る
強

奪
の
道
を
採
っ
た
そ
の
選
択
の
誤
り
が
今

に
至
る
憎
し
み
の
連
鎖
の
基
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
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ス
を
根
絶
す
る
ま
で
停
戦
は
な
い

と
い
う
が
非
情
な
武
力
行
使
の
た
び
に
憎

悪
は
量
産
さ
れ

て
お
り
そ
の
累

積
の
怨
念
を
武

力
で
亡
く
す
こ

と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
和

な
共
存
を
導
く
以
外
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
安

住
は
な
い
。
防
壁
や
武
力
依
存
で
安
住
を

得
ら
れ
る
と
す
る
認
識
を
越
え
て
、
互
い

に
相
手
の
気
持
ち
に
思
い
を
い
た
し
な
が

ら
寛
容
の
態
度
で
共
存
の
あ
り
方
を
粘
り

強
く
見
出
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ

唯
一
の
真
正
な
活
路
は
あ
る
。

人
類
の
来
し
方
か
ら
み
れ
ば
画
餅
に
映

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー

の
祈
り
の
こ
と
ば
に
明
言
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
為
に

属
す
る
問
題
で
あ
り
従
っ
て
人
為
の
矯
正

に
よ
っ
て
成
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り

価
値
の
高
い
認
識
へ
の
脱
皮
飛
躍
の
可
能

性
は
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
道
を
そ
の
あ

り
方
を
採
れ
ば
い
い
の
だ
。
そ
の
選
択
に

金
は
か
か
ら
な
い
。
し
か
も
国
籍
を
超
え

全
て
の
人
々
が
そ
の
一
回
的
な
人
生
を
脅

威
の
な
い
安
心
平
和
の
も
と
で
全
う
し
た

い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
否
定
で
き
る

人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
一
人
一
人
が
そ
の
確
た
る

素
朴
な
願
い
を
一
斉
に
表
明
し
さ
え
す
れ

ば
よ
い
。
互
い
に
他
を
思
い
や
る
寛
容
と

慈
愛
の
念
が
充
ち
る
時
、
わ
れ
ら
が
「
宇

宙
船
地
球
号
」
の
安
寧
に
充
ち
た
存
続
は

成
就
さ
れ
よ
う
。
そ
う
私
は
確
信
し
て
い

る
。

（
高
峰

了
）

日
本
国
憲
法
は
人
類

史
上
最
高
の
哲
学

日
本
国
憲
法
は
人
類
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上
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高
の
哲
学
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ら
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醒
こ
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武
力
信
奉
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い
う

宿
痾
か
ら
の
覚
醒
こ
そ



ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ガ
ザ
、
岸
田
増
税
メ
ガ

ネ
、
脱
法
大
臣
・
議
員
の
辞
任
、
マ
イ
ナ

カ
ー
ド
な
ど
の
溢
れ
る
メ
デ
ィ
ア
情
報
に

隠
さ
れ
て
、
自
民
中
心
の
「
憲
法
改
悪
」

が
進
ん
で
い
ま
す
。

自
民
党
は
２
０
１
２
年
４
月
27
日
に

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
を
公
表
。
そ

の
後
、
改
憲
４
項
目
（
①
自
衛
隊
の
明
記

②
緊
急
事
態
条
項
③
参
議
院
の
合
区
解
消

④
教
育
充
実
）
を
発
表
。
特
に
「
緊
急
事

態
条
項
」
に
焦
点
を
当
て
、
隠
さ
れ
た
真

の
狙
い
を
指
摘
し
ま
す
。
他
の
３
項
目
は

緊
急
事
態
条
項
で
理
論
的
に
改
憲
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

◆
憲
法
審
査
会

憲
法
審
査
会
（
以
下
審
査
会
）
は
２
０

０
７
年
に
各
議
院
に
設
置
の
常
設
機
関
。

目
的
は
憲
法
改
正
原
案
、
日
本
国
憲
法
に

係
る
改
憲
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す

る
法
律
案
等
の
審
査
。
23
年
11
月
21
日
の

衆
院
審
査
会
で
、
憲
法
改
正
が
発
議
さ
れ

た
時
に
国
会
に
設
け
ら
れ
る
「
国
民
投
票

広
報
協
議
会
」
の
規
定
案
が
、
法
制
局
か

ら
示
さ
れ
た
。
審
査
会
の
委
員
は
各
会
派

の
議
員
数
比
率
で
割
り
当
て
ら
れ
、
慣
例

で
、
日
程
等
の
調
整
は
与
野
党
の
筆
頭
幹

事
の
協
議
で
決
め
る
。

◆
緊
急
事
態
条
項

（
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
筆
者
）

・
第
98
条
（
緊
急
事
態
の
宣
言
）

（
１
）
内
閣
総
理
大
臣
は
、
我
が
国
に
対

す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
、
内
乱
等
に

よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱
、
地
震
等
に
よ
る

大
規
模
な
自
然
災
害
そ
の
他
の
法
律
で
定

め
る
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
閣
議
に
か
け
て
、
緊
急

事
態
の
宣
言
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
緊
急
事
態
の
宣
言
は
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
前
又
は
事
後
に

国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
場
合

に
お
い
て
不
承
認
の
議
決
が
あ
っ
た
と
き
、

国
会
が
緊
急
事
態
の
宣
言
を
解
除
す
べ
き

旨
を
議
決
し
た
と
き
、
又
は
事
態
の
推
移

に
よ
り
当
該
宣
言
を
継
続
す
る
必
要
が
な

い
と
認
め
る

と
き
は
、
法

律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ

り
、
閣
議
に

か
け
て
、
当

該
宣
言
を
速

や
か
に
解
除

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
た
、
１
０
０
日
を
超
え
て
緊
急
事
態
の

宣
言
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
１

０
０
日
を
超
え
る
ご
と
に
、
事
前
に
国
会

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
４
）
２
項
及
び
３
項
後
段
の
国
会
の
承

認
は
、
第
60
条
第
２
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
30
日
以
内
」
は
、
「
５
日
以
内
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

・
第
99
条
（
緊
急
事
態
の
宣
言
の
効
果
）

（
筆
者
要
約
）

（
１
）
内
閣
は
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有

す
る
政
令
を
制
定
で
き
、
内
閣
総
理
大
臣

は
財
政
上
必
要
な
支
出
そ
の
他
の
処
分
、

地
方
自
治
体
の
長
に
必
要
な
指
示
が
で
き
る
。

（
２
）
前
項
の
政
令
の
制
定
及
び
処
分
は
、

法
律
の
定
め
に
よ
り
、
事
後
に
国
会
の
承

認
を
得
る
。

（
３
）
宣
言
後
、
何
人
も
、
国
そ
の
他
公

の
機
関
の
指
示
に
従
う
。

（
４
）
宣
言
後
、
宣
言
が
効
力
を
有
す
る

期
間
、
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
な
い
。
両
議

院
の
議
員
の
任
期
及
び
そ
の
選
挙
期
日
の

特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

◆①

総
理
は
国
会
の
議
論
も
事
前
承
認
な

し
に
宣
言
で
き
る
。
「
等
」
や
「
そ
の
他

の
法
律
で
定
め
る
」
を
根
拠
に
、
歯
止
め

無
く
宣
言
を
出
せ
る
。
自
然
災
害
時
の
宣

言
は
、
国
民
の
行
動
の
自
由
や
私
有
財
産

権
な
ど
が
奪
わ
れ
る
（
権
力
乱
用
）
。

例
え
ば
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
、
参
加
者
の

騒
乱
が
予
想
さ
れ
れ
ば
、
「
社
会
秩
序
の

混
乱
」
を
理
由
と
し
て
対
象
と
な
る
。

②
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
は

「
理
由
さ
え
付
け
れ
ば
」
全
て
が
宣
言
の

対
象
。
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
の
公
益

と
は
「
国
益
」
の
言
い
換
え
で
、
「
国
益
」

は
「
国
の
利
益
」
、
「
国
」
は
「
政
府
」
、

「
政
府
」
は
時
の
政
権
、
現
在
は
自
民
党
。

よ
っ
て
自
民
党
に
不
都
合
な
権
利
の
行
使

は
禁
止
。
「
公
の
秩
序
」
と
は
「
国
家
あ

る
い
は
社
会
の
秩
序
」
の
こ
と
。
今
の
国

会
の
多
数
は
自
民
党
。
あ
る
行
為
が
自
民

党
の
意
に
反
す
る
（
秩
序
を
乱
し
た
）
と

認
め
れ
ば
、
そ
の
行
為
が
対
象
に
な
る
。

草
案
に
あ
る
「
基
本
的
人
権
は
尊
重
」
の

文
言
は
有
名
無
実
。

③

現
憲
法
の
主
権
者
は
国
民
で
、
憲
法

を
守
る
の
は
国
民
で
な
い
。
守
る
の
は
政

権
で
、
権
力
の
乱
用
防
止
の
役
割
が
憲
法
。

草
案
は
数
の
横
暴
で
国
（
政
権
）
に
国
民

を
従
わ
せ
る
一
党
独
裁
政
治
へ
の
布
石
。

◆
「
改
憲
発
議
NO
!
」
の
声
を
！

現
憲
法
第
99
条
は
「
天
皇
又
は
摂
政
及

び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の

他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁

護
す
る
義
務
を
負
う
」
と
明
記
。
擁
護
す

べ
き
政
権
が
、
憲
法
を
改
悪
し
一
党
独
裁

を
目
論
む
等
の
暴
走
は
決
し
て
許
せ
ま
せ
ん
。

私
達
の
全
て
の
努
力
で
「
改
憲
発
議
を

ス
ト
ッ
プ
」
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

（
北
川
和
麿
）

◆
憲
法
九
条
の
実
績

「
戦
争
犠
牲
者
＝
ゼ
ロ
」
は
憲
法
九
条

の
働
き
で
す
。

軍
事
力
や
日
米
安
保
の
せ
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
の
証
拠
に
英
米
ロ
仏
中
な
ど
軍
隊
が

あ
れ
ば
逆
に
戦
争
犠
牲
者
が
出
て
い
ま
す
。

安
保
の
様
な
米
国
と
軍
事
同
盟
を
結
ぶ

国
で
も
戦
争
犠
牲
者
が
出
て
い
ま
す
。

で
は
英
米
ロ
仏
中
に
無
く
て
日
本
に
有

る
も
の
と
言
え
ば
憲
法
九
条
で
す
。

九
条
の
無
か
っ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
で

は
莫
大
な
戦
争
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
。

九
条
あ
っ
て
の
「
戦
争
犠
牲
者
＝

ゼ
ロ
人
」
で
す
。

（
伊
部
康
雄
）

機
密
費
で
五
輪
誘
致
に
「
馳
」
参
じ

与
党
入
り
「
維
新
」
「
国
民
」
競
い
合
い

旭
町
（
紀
）

満
月
の
光
よ
届
け
ガ
ザ
の
子
へ

戦
争
Ｎ
Ｏ
！
つ
ぶ
や
き
叫
び
年
が
暮
れ

傲
慢
と
無
駄
の
シ
ン
ボ
ル
あ
の
日
傘

終
点
だ
安
倍
菅
岸
田
路
線
バ
ス

聞
く
耳
に
耳
栓
し
て
る
の
あ
さ
っ
て
面

民
営
化
コ
モ
ン
切
り
捨
て
民
貧
す

年
を
越
す
こ
の
意
身
に
染
む
財
布
か
な

も
う
す
で
に
飛
行
さ
せ
た
ら
人
災
だ

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ガ
ザ
、
岸
田
増
税
メ
ガ

ネ
、
脱
法
大
臣
・
議
員
の
辞
任
、
マ
イ
ナ

カ
ー
ド
な
ど
の
溢
れ
る
メ
デ
ィ
ア
情
報
に

隠
さ
れ
て
、
自
民
中
心
の
「
憲
法
改
悪
」

が
進
ん
で
い
ま
す
。

自
民
党
は
２
０
１
２
年
４
月
27
日
に

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
を
公
表
。
そ

の
後
、
改
憲
４
項
目
（
①
自
衛
隊
の
明
記

②
緊
急
事
態
条
項
③
参
議
院
の
合
区
解
消

④
教
育
充
実
）
を
発
表
。
特
に
「
緊
急
事

態
条
項
」
に
焦
点
を
当
て
、
隠
さ
れ
た
真

の
狙
い
を
指
摘
し
ま
す
。
他
の
３
項
目
は

緊
急
事
態
条
項
で
理
論
的
に
改
憲
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

◆
憲
法
審
査
会

憲
法
審
査
会
（
以
下
審
査
会
）
は
２
０

０
７
年
に
各
議
院
に
設
置
の
常
設
機
関
。

目
的
は
憲
法
改
正
原
案
、
日
本
国
憲
法
に

係
る
改
憲
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す

る
法
律
案
等
の
審
査
。
23
年
11
月
21
日
の

衆
院
審
査
会
で
、
憲
法
改
正
が
発
議
さ
れ

た
時
に
国
会
に
設
け
ら
れ
る
「
国
民
投
票

広
報
協
議
会
」
の
規
定
案
が
、
法
制
局
か

ら
示
さ
れ
た
。
審
査
会
の
委
員
は
各
会
派

の
議
員
数
比
率
で
割
り
当
て
ら
れ
、
慣
例

で
、
日
程
等
の
調
整
は
与
野
党
の
筆
頭
幹

事
の
協
議
で
決
め
る
。

◆
緊
急
事
態
条
項

（
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
筆
者
）

・
第
98
条
（
緊
急
事
態
の
宣
言
）

（
１
）
内
閣
総
理
大
臣
は
、
我
が
国
に
対

す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
、
内
乱
等
に

よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱
、
地
震
等
に
よ
る

大
規
模
な
自
然
災
害
そ
の
他
の
法
律
で
定

め
る
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
閣
議
に
か
け
て
、
緊
急

事
態
の
宣
言
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
緊
急
事
態
の
宣
言
は
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
前
又
は
事
後
に

国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
場
合

に
お
い
て
不
承
認
の
議
決
が
あ
っ
た
と
き
、

国
会
が
緊
急
事
態
の
宣
言
を
解
除
す
べ
き

旨
を
議
決
し
た
と
き
、
又
は
事
態
の
推
移

に
よ
り
当
該
宣
言
を
継
続
す
る
必
要
が
な

い
と
認
め
る

と
き
は
、
法

律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ

り
、
閣
議
に

か
け
て
、
当

該
宣
言
を
速

や
か
に
解
除

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
た
、
１
０
０
日
を
超
え
て
緊
急
事
態
の

宣
言
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
１

０
０
日
を
超
え
る
ご
と
に
、
事
前
に
国
会

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
４
）
２
項
及
び
３
項
後
段
の
国
会
の
承

認
は
、
第
60
条
第
２
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
30
日
以
内
」
は
、
「
５
日
以
内
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

・
第
99
条
（
緊
急
事
態
の
宣
言
の
効
果
）

（
筆
者
要
約
）

（
１
）
内
閣
は
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有

す
る
政
令
を
制
定
で
き
、
内
閣
総
理
大
臣

は
財
政
上
必
要
な
支
出
そ
の
他
の
処
分
、

地
方
自
治
体
の
長
に
必
要
な
指
示
が
で
き
る
。

（
２
）
前
項
の
政
令
の
制
定
及
び
処
分
は
、

法
律
の
定
め
に
よ
り
、
事
後
に
国
会
の
承

認
を
得
る
。

（
３
）
宣
言
後
、
何
人
も
、
国
そ
の
他
公

の
機
関
の
指
示
に
従
う
。

（
４
）
宣
言
後
、
宣
言
が
効
力
を
有
す
る

期
間
、
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
な
い
。
両
議

院
の
議
員
の
任
期
及
び
そ
の
選
挙
期
日
の

特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

◆①

総
理
は
国
会
の
議
論
も
事
前
承
認
な

し
に
宣
言
で
き
る
。
「
等
」
や
「
そ
の
他

の
法
律
で
定
め
る
」
を
根
拠
に
、
歯
止
め

無
く
宣
言
を
出
せ
る
。
自
然
災
害
時
の
宣

言
は
、
国
民
の
行
動
の
自
由
や
私
有
財
産

権
な
ど
が
奪
わ
れ
る
（
権
力
乱
用
）
。

例
え
ば
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
、
参
加
者
の

騒
乱
が
予
想
さ
れ
れ
ば
、
「
社
会
秩
序
の

混
乱
」
を
理
由
と
し
て
対
象
と
な
る
。

②
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
は

「
理
由
さ
え
付
け
れ
ば
」
全
て
が
宣
言
の

対
象
。
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
の
公
益

と
は
「
国
益
」
の
言
い
換
え
で
、
「
国
益
」

は
「
国
の
利
益
」
、
「
国
」
は
「
政
府
」
、

「
政
府
」
は
時
の
政
権
、
現
在
は
自
民
党
。

よ
っ
て
自
民
党
に
不
都
合
な
権
利
の
行
使

は
禁
止
。
「
公
の
秩
序
」
と
は
「
国
家
あ

る
い
は
社
会
の
秩
序
」
の
こ
と
。
今
の
国

会
の
多
数
は
自
民
党
。
あ
る
行
為
が
自
民

党
の
意
に
反
す
る
（
秩
序
を
乱
し
た
）
と

認
め
れ
ば
、
そ
の
行
為
が
対
象
に
な
る
。

草
案
に
あ
る
「
基
本
的
人
権
は
尊
重
」
の

文
言
は
有
名
無
実
。

③

現
憲
法
の
主
権
者
は
国
民
で
、
憲
法

を
守
る
の
は
国
民
で
な
い
。
守
る
の
は
政

権
で
、
権
力
の
乱
用
防
止
の
役
割
が
憲
法
。

草
案
は
数
の
横
暴
で
国
（
政
権
）
に
国
民

を
従
わ
せ
る
一
党
独
裁
政
治
へ
の
布
石
。

◆
「
改
憲
発
議
NO
!
」
の
声
を
！

現
憲
法
第
99
条
は
「
天
皇
又
は
摂
政
及

び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の

他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁

護
す
る
義
務
を
負
う
」
と
明
記
。
擁
護
す

べ
き
政
権
が
、
憲
法
を
改
悪
し
一
党
独
裁

を
目
論
む
等
の
暴
走
は
決
し
て
許
せ
ま
せ
ん
。

私
達
の
全
て
の
努
力
で
「
改
憲
発
議
を

ス
ト
ッ
プ
」
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

（
北
川
和
麿
）

◆
憲
法
九
条
の
実
績

「
戦
争
犠
牲
者
＝
ゼ
ロ
」
は
憲
法
九
条

の
働
き
で
す
。

軍
事
力
や
日
米
安
保
の
せ
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
の
証
拠
に
英
米
ロ
仏
中
な
ど
軍
隊
が

あ
れ
ば
逆
に
戦
争
犠
牲
者
が
出
て
い
ま
す
。

安
保
の
様
な
米
国
と
軍
事
同
盟
を
結
ぶ

国
で
も
戦
争
犠
牲
者
が
出
て
い
ま
す
。

で
は
英
米
ロ
仏
中
に
無
く
て
日
本
に
有

る
も
の
と
言
え
ば
憲
法
九
条
で
す
。

九
条
の
無
か
っ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
で

は
莫
大
な
戦
争
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
。

九
条
あ
っ
て
の
「
戦
争
犠
牲
者
＝

ゼ
ロ
人
」
で
す
。

（
伊
部
康
雄
）

機
密
費
で
五
輪
誘
致
に
「
馳
」
参
じ

与
党
入
り
「
維
新
」
「
国
民
」
競
い
合
い

旭
町
（
紀
）

満
月
の
光
よ
届
け
ガ
ザ
の
子
へ

戦
争
Ｎ
Ｏ
！
つ
ぶ
や
き
叫
び
年
が
暮
れ

傲
慢
と
無
駄
の
シ
ン
ボ
ル
あ
の
日
傘

終
点
だ
安
倍
菅
岸
田
路
線
バ
ス

聞
く
耳
に
耳
栓
し
て
る
の
あ
さ
っ
て
面

民
営
化
コ
モ
ン
切
り
捨
て
民
貧
す

年
を
越
す
こ
の
意
身
に
染
む
財
布
か
な

も
う
す
で
に
飛
行
さ
せ
た
ら
人
災
だ

２０２３年１２月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前」ではなく「永遠の戦後を」 No.２０６２０２３年１２月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前」ではなく「永遠の戦後を」 No.２０６

自
民
党
の
改
憲
発
議
を
止
め
よ
う
！

自
民
党
の
改
憲
発
議
を
止
め
よ
う
！

「憲法９条は宝」設置紹介「憲法９条は宝」設置紹介

厚木市九条の会ネットワークでは、現在「憲

法９条は宝」の看板の設置運動を進めています。

これまでに35枚設置されました。設置を希望さ

れる方は、会連絡先まで連絡をお願い致します。

（11月設置は、写真上 厚木市関口、写真下 厚

木市元町です。）

厚木市九条の会ネットワークでは、現在「憲

法９条は宝」の看板の設置運動を進めています。

これまでに35枚設置されました。設置を希望さ

れる方は、会連絡先まで連絡をお願い致します。

（11月設置は、写真上 厚木市関口、写真下 厚

木市元町です。）

隠
さ
れ
た
真
の
狙
い

隠
さ
れ
た
真
の
狙
い


